
 
 

 
 

 
議案第１８号 難病患者等に対する公の施設の施設使用料等の無償化に伴う関係条例の 

整備に関する条例の制定について 

 

   鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

案要綱 

 

１ 改正の目的 

  特定医療費（指定難病）医療受給者証を所持する難病患者及び障害福祉サービス

受給者証を所持する者に対する公の施設の施設使用料等について、身体障害者手帳、

療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者と同様の取り扱いを行うため、

鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例（平成１９年鳥取市教育委員会規

則第１号）の一部を改正することを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

  「障害者等」の定義に、「特定医療費（指定難病）医療受給者証又は障害福祉サー

ビス受給者証を所持する者」を加えることとします。（別表研修室等使用料関係） 

 

３ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとします。 
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議案第  号 

  鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に 

ついて 

 鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

  平成２９年６月  日提出 

                        鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正 

する条例 

 鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例（平成１９年鳥取市教育委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表研修室等使用料備考６（１）中「又は精神障害者保健福祉手帳」を「、精神障

碍者保健福祉手帳、特定医療費（指定難病）医療受給者証又は障害福祉サービス受給

者証」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証を所持する 

難病感謝に対する公の施設の施設使用料等について、障害者手帳の所持者と同 

様の取り扱いを行うためである。 
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